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第 I 章 調査の目的・概要 

 

我が国では、中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）に基づく中小企業技術革

新制度（Small Business Innovation Research、以下「日本版 SBIR制度」という。）により、

中小企業・ベンチャー企業に対する技術開発のための補助金等の支出機会の増大を図ると

ともに、日本政策金融公庫による特別貸付制度など、これらの研究開発から得られる成果

の事業化に向けた支援策を講じることで、中小企業・ベンチャー企業による新たな事業活

動の促進を図っている。 

中小企業庁および内閣府では、令和元年度に外部有識者等で構成される「日本版 SBIR制

度の見直しに向けた検討会」を立ち上げ、内外のイノベーションを巡る状況を踏まえた日

本版 SBIR 制度の在り方についての議論を行い、その結果を『中小企業技術革新制度（日本

版 SBIR制度）の見直しの方向性（中間とりまとめ）』として取りまとめた。 

本調査事業では、上記検討会で示された方針を踏まえて、特に中小企業・ベンチャー企

業に適した研究開発課題（トピック）の設定やその体制の在り方を中心に新たな日本版 SBIR

制度の制度設計の検討に用いるための調査・分析を行った。 
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第 II 章  トピックおよびＰＭの在り方に係る仮説構築 

本章では、昨年度の検討会における検討結果を踏まえて、新しい日本版 SBIR 制度の PM

（PMチーム）が担うべき役割と、PM人材が満たすべき要件に関する仮説を構築した。 

 

1. 昨年度の検討会において示された方向性 

  

2019 年 11 月に策定された「中小企業技術革新制度（日本版 SBIR 制度）の見直しの方向

性」では、トピック設定および PMの在り方について、以下のように整理されている。 

 

図表 1 トピックの在り方 

■国のニーズと技術トレンドを踏まえた課題（トピック）設定 

現行の特定補助金等は、公募の際に、支援対象となる大まかな技術分野等が指定される

ことはあっても、中小企業等に適した具体的な開発のトピック（解決すべき課題や開発内

容）が提示されることは少ない。 

一方で、財政的な制約がある中でイノベーションの確度を高めていくためには、様々な

研究開発型中小企業等にチャレンジを促すことが重要であることから、各省庁がそれぞれ

の政策課題や調達ニーズ等を前提としたトピックを提示し、それに基づいた申請・提案を

広く公募する仕組みの導入を目指す。 

この具体的なトピックを立てるということは、国による確かなニーズや政策的な方向性

というメッセージを、社会に対して発信するという意味も持つ。これによって、様々な中

小企業等のチャレンジを促すとともに、それらの企業に対する民間等からの支援を促すこ

とも期待される。 

例えば、中小企業等が開発する技術の中には、社会に対して大きなインパクトを与える

可能性を秘めながらも、出口となる市場の大きさや収益化の道筋が不明瞭で、説得力のあ

る事業計画を描くことができず、民間からの資金調達等ができないものが少なくない。こ

うした状況に対して、国がトピックという形で具体的なニーズと大きな市場の存在を示す

ことができれば、その技術開発に取り組む中小企業の事業計画の説得力は増すことになり、

民間等からの資金やその他の協力を得やすくなる可能性がある。 

ここでの「国のニーズ」には大きく 2種類に区分でき、1つは各省庁が所管する領域にお

ける政策課題（政府が解決すべき社会課題）への対応、もう 1 つは各省庁における調達ニ

ーズ（公共サービスの効率化・向上に繋がる設備・役務等）への充足となる。 

後者に関しては、国等がその研究開発成果を公共調達し、ユーザーとなることを前提と

したものであり、より具体的かつ詳細なトピックとして設定することが重要である。対し

て、前者は、基本的には市場での商業化が出口となることが想定される。 
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図表 3 PM に求められる人材・機能 

各省庁の PM チームが担う重要な機能としては、原課からのニーズを集約し、それをど

のようなアプローチなら実現できるかを科学技術的な見地から検討してトピックに落とし

込む「ニーズ集約」、「トピック策定」のプロセスと、採択者を決定する「審査」プロセス、

採択者による事業化やトピックの実現に向けた支援プロセスが挙げられる。 

こうした専門的かつ複雑なプロセスを適切にマネジメントしていくためには、幅広い裁

量を持って事業を推進する 1人の専属 PM と、それぞれ異なる専門的な知見を有する複数

の人材による「PM チーム」を組成することが重要である。PM およびそのチームメンバ

ーが果たすべき機能・資質・人材イメージは以下の通り。人手不足の中、日本版 SBIR 制

度の運用を担う PM 人材をいかにして確保していくか、キャリアパスの設計をはじめ、イ

ンセンティブ設計の検討や、PM 人材を育成していくという視点も重要である。 

＜PM＞ 

 PM は、サイエンスとテクノロジーのバックグラウンドを持ち、世界的なレベルで

アカデミアとのネットワークを有する人材 

 SBIR 制度に対して、片手間ではなく、強くコミットできる人材  

 自ら設定したトピックや採択企業の成果を見届けられる若い人材 

 ビジネスに関して一定の理解を持ち、VC 等とのネットワークを有する人材 

＜チームメンバー＞ 

 科学者の PM を、ファイナンスやマーケティング、補助金執行等、専門的な知見を

持つメンバーが支える構造 

 創業経験のある人材が含まれていることが望ましい 

 兼務も含めて柔軟に体制を構築 

 

2. トピック策定および PM 設置に係る仮説 

 

上記方向性を踏まえ、本調査ではトピック策定および PM 設置のあるべき姿について以

下のような仮説を設定した。 

 

(1) トピック設定の在り方についての仮説 

① 政策課題か調達ニーズか 

SBIR のトピックは、主に非調達省庁が策定する「政策課題に基づくもの」と、調達省庁

が策定する「調達ニーズに基づくもの」の 2 通りが存在する。今回のトライアルでは、ま

ずは非調達省庁である経産省が中心となってトピック策定を行うため、政策課題に基づい

たトピックを策定するべきではないか。 
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(2) PM の在り方についての仮説 

① PM に求められる役割・機能 

PMは、執行機関（ファンディング・エージェンシー等）と連携しながら、指定補助金執

行の一連のプロセスをマネジメントすることが役割となる。特に、下図の濃い青部分に専

門性を発揮することが期待される。 

 

図表 5 PM に求められる役割・機能 

 

 

② PM が備えるべき資質・能力 

本事業において検証の対象となっている PMの機能は、「ニーズ（政策課題）の集約」と

「研究開発テーマ策定」の 2 つ。これら 2 つの機能を実現するうえで PM に求められる資

質・能力は、「①科学技術そのものに関する知見・ネットワーク」、「②科学技術の実用化・

事業化に関する知見・ネットワーク」、「③当該省庁の政策に関する深い理解」の 3 つだと

考えられる。これらの資質・能力を備えた PM（個人）または PMチームを、設置・組成す

ることが求められる。 

 

図表 6 PM チームに求められる資質・能力 

 

 

 

トピックの策定 公募・審査
採択プロジェクト
のマネジメント

検査・支払い
トランジション

支援
採択・契約

◼ 指定補助金の公募用トピック（研究開発のトピック）を策定

1. 各省庁の原課における政策課題・調達ニーズの把握・整理

2. 政策課題に基づく研究開発トピックの提案

3. 原課との調整を経てトピックの方向性を決定

4. 各種調査を経てトピックを具体化・執筆

◼ 採択した研究開発の進捗管理
や助言

◼ 他の支援リソースと連携した支
援の提供 等

◼ フェーズⅠからフェーズⅡへ
の移行に向けた助言・手続き
支援

◼ 他の施策や公共調達への繋
ぎ込み 等

特に重要な役割

①科学技術そのものに関する
知見・ネットワーク

②科学技術の実用化・事業化
に関する知見・ネットワーク

③当該省庁の政策に関する
理解
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第 III 章 ＰＭ（ＰＭチーム）候補者の発掘 

本調査では、新しい SBIR制度における PM候補者となりうる人材に関する情報の収集を

行った。（※個人情報のため公表用報告書では削除） 
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第 IV 章  ＰＭの設置およびトピック策定のトライアル実施 

本調査では、第 2 章で構築した仮説をもとに、要件に合う人材を PM として任命し、当

該 PM を中心として、各省庁の政策課題・ニーズの整理および、それに基づく公募用のト

ピック策定を試験的に実施した。本章では、そのトライアル実施の内容と結果について整

理する。トピックを策定した分野およびトピックの主な執筆者、トピック件数については

以下の通り。 

 

図表 8 トピックの文や・執筆体制・件数 

分野 トピックの主な執筆者 トピック件数 

1．宇宙分野 PM 2名＋事務局 3 

2．人間拡張分野 PM 1名 3 

3．医療機器分野 PM 1名＋事務局 2 

4．脳科学・素材・セキュリティ分野 PM 1名 5 

5．ドローン分野 PM 1名＋事務局 1 

6．再生医療、DTx、スマートセルインダス

トリー分野 

PM 2名＋事務局 6 

 

 ※ 以下、個人情報・機密情報を多く含むため公表用では削除。 
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第 V 章  ＰＭの設置およびトピック策定に係る方針 

1. 基本的な方針 

(1) はじめに 

新たな SBIR制度では、国が研究開発に関する課題をあらかじめ指定したうえでスタート

アップ等の中小企業に対して補助金等（指定補助金等）の公募を行うこととなっており、

この公募用の研究開発課題を「SBIR トピック」と呼ぶ。また、これら SBIR トピックを策

定し補助金等の執行プロセス全体を管理する役割を担う者をプログラムマネージャー（PM）

と呼ぶ。 

昨年度の検討では、SBIR トピックおよび PM の在り方について、大まかな方向性は示さ

れたものの、具体的にどのようなプロセス・体制でトピックを策定するべきかについて明

確化するには至らなかった。そこで令和 2 年度の調査事業では、実際に PM を設置してト

ピック策定を試行することで、トピックおよび PMの在り方を検討した。（トピック策定ト

ライアル） 

以下では、そのトライアルを経て得られた知見を整理し、「SBIR 制度における PMの設置

およびトピック策定に係る方針」として取りまとめた。 

 

(2) 本方針の位置付けと目的 

この「PMの設置および運用に係る方針」は、主に令和 3年度以降に SBIR トピック策定

に携わる関係者を読み手として想定している。 

本方針は「順守すべきルール」を示すものではなく、あくまでも SBIR トピックの策定に

関する基本的な考え方や基本的なプロセスについて整理し、関係者間でイメージを共有す

ることを目的として作成した。 

 

(3) 本方針のスコープ 

新しい SBIR制度における指定補助金等は、スタートアップを中心とした中小企業向けの

研究開発補助事業（または委託事業）という形態を取る。このとき、通常の補助事業等で

あれば、事業の設計をした後に公募要領等を公開して提案を公募し、集まった提案を審査

して採択者を決定し、採択者による研究開発期間の終了とともに検査を行い、その結果に

応じて補助金等を給付するという流れを取る。 

一方、SBIR 制度における指定補助金の場合、上記プロセスの「事業設計」と「公募」の

間に「トピックの策定」というプロセスが必要となる。本方針は、このトピック策定のプ

ロセスについて扱ったものである。 
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③ 研究開発を行うスタートアップをターゲットとしていること 

新たな SBIR制度は、中小企業の中でも特に、研究開発成果の事業化を目指すスタートア

ップ（急成長を目指す若い企業）への支援を重視している。具体的には、大学発スタート

アップや研究機関発のスタートアップが主なターゲットであり、SBIR トピックもこれらの

主体が提案しやすい内容とする必要がある。 

 

④ 研究開発およびその成果の事業化の促進に資するものであること 

新たなSBIR制度は、スタートアップ等による研究開発活動とその成果の事業化を支援す

る制度である。ここでの「研究開発活動」は、机上の研究だけではなく、試作品の開発や、

試験・評価、試作品を用いた実証実験等、事業化につながる幅広い活動を含むものと整理

できる。 

 

⑤ 複数のスタートアップからの提案が見込まれること 

新たな SBIR制度の指定補助金は、競争的な研究開発補助金であり、公募に対して複数の

スタートアップ等からの提案が見込まれるものでなくてはならない。トピックを策定する

際には、その領域にどの程度のスタートアップ等が存在するのか、そのトピックに対して

どの程度のスタートアップ等からの提案が見込めるのかを事前に把握することが重要であ

る。例えば、関連する研究開発を進めているのが大企業ばかりであるケースや、逆に事業

化が遠く大学や研究機関にしか担い手がいないケースは、SBIR トピックとしてふさわしく

ない可能性がある。 

 

⑥ トピックの粒度が適切であること 

トピックをどの程度具体化するべきかについては、トピック策定において最もバランス

が要求されるポイントの一つである。上記④とも関係するが、一般的にトピックを過度に

絞り込んで具体化してしまうと提案可能なスタートアップが少なくなり、また一方でトピ

ックを過度に幅広く抽象的なものにしてしまうと、SBIR のそもそものコンセプトが揺らぐ

ことになる。なお、トピックの粒度に関しては一つの正解のようなものはなく、政策課題

の種類や技術の分野によって適切な粒度が異なってくるものだと考えられる。 

 

⑦ 3 年から 8 年程度で事業化が見込めること 

SBIR トピックの策定にあたっては、事業化までの期間の目安を設定しておくことが重要

である。一般的に、情報技術に関する分野では事業化までに要する期間は比較的短く、バ

イオ等の分野では事業化までに長い時間を必要とするなど、分野によるバラつきも大きい

ため一概には言えないものの、担い手の中心がスタートアップであることを考えると、事

業化までの想定期間は 3 年から 5 年程度、長くても 8 年程度とするのが望ましいと考えら
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れる。 

 

⑧ 支援金額・支援期間との整合性 

新たな SBIR制度は、ナショナルプロジェクトやムーンショット型研究開発制度等のとは

異なり、比較的少額の支援を多数のスタートアップ等に対して提供していくというコンセ

プトの制度であり、1 件当たりの支援の金額は数百万円から 1億円前後、支援の期間は半年

から 2年程度になると考えられる。 

SBIR トピックでは、開発の具体的な内容や、ときには開発目標まで示すケースも想定さ

れるが、その場合には開発内容や目標が支援金額や支援期間に見合ったものであるか、企

業側の意見も聴取しながら調整するプロセスが必要である。 

 

⑨ 他の研究開発補助金等とのある程度の棲み分けがなされていること 

研究開発補助金等の制度は、SBIR 制度以外にも多くの種類が存在しており、トピックを

策定する際には、これら既存の制度・事業との棲み分けについても一定程度意識する必要

がある。具体的には、トピック案を策定するプロセスの中で、他省庁も含めた研究開発補

助金等のレビューを行い、策定したトピック案が既存の制度・事業と重複していないかを

チェックする必要がある。 

 

3. SBIR トピックの策定プロセスおよび体制の在り方 

  

ここでは、SBIR トピックを策定する際のプロセスおよび、PM を中心とした策定体制に

ついて、基本的な在り方を整理する。既に述べた通り、SBIR トピックは「政策課題または

調達ニーズ」と、その課題解決やニーズ充足に資する「研究開発の内容」の 2 つの要素に

よって構成される。このようなトピックを策定するためのプロセスと体制は、以下のよう

に整理できる。 
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 STEP2：研究開発内容の具体化 

 対象とする政策課題や調達ニーズをある程度絞り込むことができたら、次はそれに対応

する研究開発内容を具体化していく段階に入る。ここでは、例えば PM が中心となってア

イデアを出し、研究開発の担い手となるスタートアップ等や、その成果のユーザーとなる

主体等との意見交換を通じて絞り込み・具体化していくようなプロセスが考えられる。 

トピックの執筆に関しては、PM自身が実施するか、または PMの指示のもとライティン

グのスキルを持つ別の人材が執筆することも考えられる。 

 

② トピックの調整・決定（STEP3） 

STEP2で策定したトピック案を最終的に承認・決定する機能は、PMチームとは切り離し

て別の会議体が担うことが望ましい。SBIR トピックを策定するという行為は、その分野に

公的な資金を配分するという意味を持つため、その業界・分野の当事者である PM がトピ

ックの決定権を持つことになると、利益相反の問題が生じやすい。 

そのため、トピック案の妥当性をチェックし最終的に決定するのは、PMとは異なる複数

の有識者で構成する有識者会議等が担うような体制が望ましいと考えられる。 

 

4. トピック策定のプロセスと体制のモデルケース 

 

ここでは、実際に SBIRトピックを策定する際のプロセスと体制について、いくつかのパ

ターンを示したい。 

 

① 厳密な手法：検討会方式・複数名 PM によるトピック案策定 

トピック策定を丁寧かつ厳密な形で行うには、複数名（2名程度）の PMを立て、関係主

体を集めて議論する検討会方式が有効だと考えられる。下図は、宇宙産業分野におけるト

ピック策定のトライアル時のプロセスと体制をもとに作成したもの（一部改変）。 
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め、PMは 1人でビジネス・研究開発・政策という SBIR の 3要素をカバーする必要があり、

PMの人選が非常に重要になる。例えば、企業との共同研究や研究開発マネジメント経験の

豊富な国研の研究者や、研究職出身で政策にも理解のあるベンチャーキャピタリスト等が

適した人材だと考えられる。 

ただし、こうした人材は実際には多くないため、適任者が見つからない場合には、3要素

のうち 2 つを満たす人材を PM に任命し、不足する要素を補える人材をアドバイザーとし

て配置する等の工夫をすることが重要だと考えられる。 

 なお、この方式ではPMの負荷が高くなりやすいため、調査や妥当性検証等を事務局がサ

ポートできる体制を作ることも重要である。 

 

 メリット・デメリット 

本方式のメリットは、1人の PMがある程度完結してトピック策定を担うことで、調整や

すり合わせに時間がかからず、比較的短期間でトピック案を策定することが可能な点であ

る。 

一方で、この方式ではそもそも PMに適任な人材が限られるうえ、その PM 1人に負担が

集中することになるため、PMを引き受ける人材を見つけることは容易ではない。 

また、PMが単独でトピックを策定する場合、第三者からの客観的なコメントを得る機会

が限られるため、トピック案の妥当性を担保することが難しいという問題もある。こうし

た問題を回避するためにも、出来上がったトピック案に対して多様なステークホルダーか

ら意見を得る機会を設け、妥当性検証を行うことが重要だと考えられる。 

なお、この方式での PM の適任者が見つからない場合等には、以下に示す手法を取るこ

とも検討に値する。 

 

③ 代替的な手法 2：PM の指示のもと事務局がトピック案を執筆 

 検討体制・検討プロセス 

上の②において示した手法は、PMにかかる負荷が高く、仮に適任者が見つかったとして

も PM を引き受けてもらうことが困難なケースが想定される。その場合は、事務局がトピ

ック策定のプロセスの一部を担うことで PM の負荷を引き下げ、体制を組みやすくするこ

とが有効だと考えられる。具体的には、PMの指示や情報提供を受けながら、事務局がトピ

ックの執筆を担うという形である。 

 






